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冬山登山の事故防止について（通知） 

このことについて、スポーツ庁次長から別添（写）のとおり通知がありました。 

ついては、下記のとおり、貴校生徒に対し、原則として冬山登山は行わないよう、引き

続きご指導願います。 

記 

１ 厳冬期は、気温の変化や降雪・積雪等の気象条件による凍結、吹雪、雪崩等に伴う転

滑落、埋没、凍傷、低体温症などにより、遭難事故等が発生する可能性が高いことから、

12月から３月の時期の冬山登山を禁止すること。 

２ 岩山や鞍掛山など、いわゆる里山で活動する際は、気象状況、地形、積雪量、参加生

徒及び指導者の技量などを十分考慮し、安全対策に万全の措置を取ったうえで、歩行技

術等の基礎的内容の習得を目的とした活動とすること。 

３ ４月以降の積雪期における里山以外の登山に関しては、別途通知する。 
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